
 

議案第４４号 

 

山陽小野田市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について 

山陽小野田市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

令和５年６月９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

山陽小野田市民病院使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例  

山陽小野田市民病院使用料及び手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条

例第１９９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「使用料及び手数料」の次に「並びに山陽小野田市訪問看護ステー

ションの利用料」を加える。 

第２条の見出しを「（山陽小野田市民病院の使用料及び手数料）」に改める。 

第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（山陽小野田市訪問看護ステーションの利用料） 

第３条 山陽小野田市訪問看護ステーションを利用する者は、その利用に応じ

て利用料を納付しなければならない。 

２ 利用料の額は、次のとおりとする。 

(1) 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成２０年

厚生労働省告示第６７号）、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）及び指介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）

により算出した費用の額 

(2) 前号に定める利用料以外の利用料については、管理者が別に定める。 

 

 



 

別表第１特別室料の部を次のように改める。 

特別室料 Ａ １，６５０円 

Ｂ ３，８５０円 

Ｃ ５，５００円 

Ｄ ８，８００円 

附 則 

この条例は、令和５年９月１日から施行する。



- 1 - 

 

議案第４４号参考資料 

山陽小野田市民病院使用料及び手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、山陽小野田市民病院の使用料及び手数

料並びに山陽小野田市訪問看護ステーションの利用料の徴

収に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、山陽小野田市民病院の使用料及び手数

料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（山陽小野田市民病院の使用料及び手数料） （使用料及び手数料） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２～３ （略）  ２～３ （略） 

 （山陽小野田市訪問看護ステーションの利用料）  

第３条 山陽小野田市訪問看護ステーションを利用する者

は、その利用に応じて利用料を納付しなければならない。 

 

２ 利用料の額は、次のとおりとする。 
 

(1)  訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算

定方法（平成２０年厚生労働省告示第６７号）、指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２

年厚生省告示第１９号）及び指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告

示第１２７号）により算出した費用の額 
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(2) 前号に定める利用料以外の利用料については、管理

者が別に定める。 

 

（使用料、手数料の減免等） （使用料、手数料の減免等） 

第４条 使用料及び手数料は、管理者が特別の事情があると

認めるものに対しては、減額し、若しくは免除し、又は徴

収を猶予することができる。 

第３条 使用料及び手数料は、管理者が特別の事情があると

認めるものに対しては、減額し、若しくは免除し、又は徴

収を猶予することができる。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

使用料 使用料 

種別 金額（１日につき） 

特別室料 A １，６５０円 

B ３，８５０円 

C ５，５００円 

D ８，８００円 

長期入院選定療養費 健康保険法及び高齢者の医療

の確保に関する法律に規定す

る入院基本料（注）に１００分

の１５を乗じて得た額に  

１００分の１０を乗じて得た

額（１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨て

る。）を加算した額 
 

種別 金額（１日につき） 

特別室料 A １，６５０円 

B ３，６３０円 

C ４，４００円 

D ５，５００円 

E ８，８００円 

長期入院選定療養費 健康保険法及び高齢者の医療の

確保に関する法律に規定する入

院基本料（注）に１００分の１５

を乗じて得た額に１００分の 

１０を乗じて得た額（１円未満の

端数があるときは、その端数金額

を切り捨てる。）を加算した額 
 


